
岡本の国会での質問

180-衆-厚生労働委員会-11号 平成 24年 04月 18日

○岡本（充）委員　ただいま議題となりました地域社会における共生の実現に向けて新たな障害

保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案につきまして、民

主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党を代表して、その趣旨を御説明申し上

げます。

　修正の要旨は、第一に、指定障害福祉サービス事業者等は、障害者等の意思決定の支援に配

慮するとともに、常に障害者等の立場に立って支援を行うように努めなければならないものとする

こと。

　第二に、市町村が行う地域生活支援事業として、意思疎通支援を行う者の派遣等の便宜を供与

する事業及び意思疎通支援を行う者を養成する事業を、また、都道府県が行う地域生活支援事

業として、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、または派遣する事業及び意思疎

通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整等の広域的な対応が必要な事業を加え

るものとすること。

　第三に、市町村及び都道府県が障害福祉計画に定める事項に、障害福祉サービス、相談支援

及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項並びに地域生活支援事業

の種類ごとの実施に関する事項を加えるものとすること。

　第四に、障害程度区分を障害支援区分に改めるとともに、障害支援区分とは、障害者等の障害

の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す

ものとして厚生労働省令で定める区分をいうものとすること。また、政府は、障害支援区分の認定

が、知的障害者及び精神障害者の特性に応じて適切に行われるよう必要な措置を講ずるものと

すること。

　第五に、政府がこの法律の施行後三年を目途として検討を加える内容に、障害支援区分の認

定を含めた支給決定のあり方、障害者の意思決定支援のあり方、障害福祉サービスの利用の観

点からの成年後見制度の利用促進のあり方並びに精神障害者及び高齢の障害者に対する支援

のあり方を加えるものとすること。

　以上であります。

　何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

○池田委員長　以上で修正案の趣旨の説明は終わりました。


